
江戸川区生活困窮者エアコン購入費助成金交付事業のお知らせ

EDOGAWA 

“ 

自宅にエアコンがない、壊れて1台も動かない•••でも買えない。
補助を受けられる可能性があります。ご相談ください！

令和7年

9月 30 日
（消印有効）

以下のすべてを満たしている世帯の方。
①江戸川区民であること
②自宅のエアコンがない又は故障して1台も使

用できないこと
③生活保護を受けていないこと
④直近3ヶ月のうち、 収入基準額を満たす月が

1ヶ月はあること
⑤申請時の預貯金額が資産基準額を満たしてい

ること

世帯人数 収入基準額 資産基準額
1人 137,700円以下 504,000円以下
2人 194,000円以下 780,000円以下
3人 241,800円以下 1,000,000円以下
4人 283,800円以下 1,000,000円以下
5人 324,800円以下 1,000,000円以下
6人 372,000円以下 1,000,000円以下
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．令和7年5月1日～9月30日までに江戸川区内の店舗で購入し
たエアコン
※上記期間で申請前に購入している機器も対象

・助成対象者の自宅に設置するエアコン（事業の用に供す
るものは対象外）

・助成件数は申込順で20件

・

・

小松川事務所管内、区民課・鹿骨・東部事務所管内の一部にお住まいの方

生活援護第一課相談係 （電話）03-5662-8169
小岩事務所管内、 鹿骨・東部事務所管内の一部にお住まいの方

生活援護第二課相談係 （電話）03-3657-7855

・葛西事務所管内、区民課管内の一部にお住まいの方
生活援護第三課相談係 （電話）03-5659-6610
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江戸川区

WC91171
フリーテキスト
・区民課・東部・鹿骨事務所管内の一部、小松川事務所管内にお住まいの方

　　　　生活援護第一課相談係　電話：０３－５６６２－８１６９

・東部・鹿骨事務所管内の一部、小岩事務所管内にお住まいの方

　　　　生活援護第二課相談係　電話：０３－３６５７－７８５５

・区民課管内の一部、葛西事務所管内にお住まいの方

　　　　生活援護第三課相談係　電話：０３－５６５９－６６１０

WC91171
フリーテキスト
６万
 ７千円

WC91171
フリーテキスト
 補助






